
（ 管理番号：12-0041 ）

謹啓　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

このたび厚生労働省保険局医療課長発通知（平成24 年6月29日付．保医発0629 第3号．

平成24 年7月1日適用）により、下記の検査項目の保険請求が可能となりましたので

ご案内申し上げます。

敬白

２０１２（Ｈ２４）年 ７月

　■ 検査方法が追加された検査項目

区分番号「D023」
微生物核酸同定・定量検査
（微生物学的検査）

【ご注意】

今回、淋菌に関して「咽頭からの検体」での保険点数算定が認められた検査方法は「リアルタイムPCR 法」です。

現在、弊社が受託している「P C R 法」では咽頭からの検体に対する保険算定はできませんのでご注意ください。

リアルタイムＰＣＲ法については、現在実施検討中です。

　◆ 適用日 ： ２０１２（Ｈ２４）年　７月 １日 から適用

（株） 四  国  中  検
香川検査所 TEL（087）877-0111
高知検査所 TEL（088）883-5535
松山検査所 TEL（089）955-7600
徳島検査所 TEL（088）665-3125

保険点数

２１０ 点

３００ 点

区分

検体検査実施料新規収載のお知らせ

［ 記 ］

項目名

淋菌核酸検出

淋菌及びクラミジア・
トラコマチス同時核酸検出


